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令和７年度伊豆の国市環境審議会（第 1回）議事録 

開催日時 令和８年１月 21日（水）午後２時から午後３時20分まで 

開催場所 伊豆の国市役所 大仁庁舎 ２階 第１会議室 

出席者 

（委員） 
服部副会長、瀬本委員、土屋委員、鈴木委員、永守委員、竹口委員、佐々木委員 

配布資料 ・次第 

・伊豆の国市環境審議会委員名簿 

・席次表 

・市の環境施策取組状況についての報告書 

１ 開会 

司会 市民環境部参与兼環境政策課長 

 

２ 委嘱状の交付 

 事業譲渡及び定期人事異動に伴う永守委員への委嘱状の交付 

 

３ 副会長あいさつ 

 服部副会長より挨拶 

 

４ 報告事項 

 市の環境施策取組状況について 

  (１) 温室効果ガスの排出状況 

  (２) ごみの排出量とリサイクル率 

  (３) 環境教育の取り組み 

 

 (１)～(３)に関して、事務局より配布資料の説明を行った上で、委員に対し意見等を求めた。 

※委員発言要旨、市からの回答は別紙のとおり 

 

５ 閉会 
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令和７年度伊豆の国市環境審議会（第１回）に関する委員意見のとりまとめ 

 

１ 開催日時及び場所 

日時 令和８年１月 21日（水）午後２時から午後３時 20分まで 

場所 伊豆の国市役所 大仁庁舎 ２階 第１会議室 

 

２ 委員意見一覧 

(１) 温室効果ガスの排出状況 

 委員発言要旨 回答 

1   ２ページ下の表「低圧ほか 48 施設（ごみ焼却発電由来）」

の電気使用量は市内にある公共施設等で使用した電気で、売

電している電力は別ということか。 

クリーンセンターいずで

発電された電力のうち、

売電したものは市以外の

事業者の建物へ供給され

ているので、記載の電気

使用量は市の公共施設等

で使用された電力であ

る。 

2   新エネルギー機器等導入事業費補助金制度の補助対象機器

のうち、リチウムイオン蓄電池の補助件数が最も多くなって

いる。太陽光発電システムも含めた新エネルギー機器等の一

般家庭への普及は、温室効果ガスの削減に寄与するので、今

後も進めてほしい。 

来年度以降も市の財政状

況を鑑みつつ、これまで

の申請状況又は傾向等か

ら予算を確保し、一般家

庭への更なる普及を後押

ししていく。 

３  市域における温室効果ガス（CO2）の排出状況は、削減目標

の目安に削減量が届いていない状況だが、部門別の排出状況

で 2021 年度と 2022 年度を比較し、増えている部門を教えて

ほしい。 

家庭（58→62.8）、旅客自

動車（39→40.9）、一般廃

棄物（2.8→3.7）の各部

門が増加している。 

４ 家庭における二酸化炭素の排出量が増えているからこその

太陽光発電システム導入促進が重要ではないか。家庭からの

二酸化炭素の排出を抑える手段としては、これしかないので

はないか。 

家庭からの排出を抑える

方法として、太陽光発電

システムの導入や、こど

もを対象にした環境教育

も重要と考える。 

５ 新エネルギー機器等導入事業費補助金制度の予算額に対し

ての利用率はどのくらいなのか。市民の方がこの制度をどこ

まで理解しているのか。予算額に対して、枠が残っているの

であれば、使い切ってもらうようにしてはどうか。 

補助対象機器別の利用率

は市として把握はしてい

ないが、ホームページで

毎月、申請済額及び予算

残額をお知らせしてい

る。また、広報誌におい

て、年１回適切な時期に

制度の周知を行ってい

る。 
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６ ２ページの(２)公共施設の省エネルギー中、次世代自動車の

導入状況について、2024（R6）年度中にハイブリッド車が２

台導入されたとあるが、毎年、市役所として新車の導入は何

台あるのか。 

10 台はなかったと思う。

（2024 年度中の新車登

録台数は７台） 

７ ２ページの(３)公共施設への再生可能エネルギー利用促進

中、②高圧 41施設（再エネ率 30％電力契約）とあるが、東京

電力の契約メニューのうち、再エネ率 30％電力の契約という

ことか。再エネ率が 15.4％となっており、来年度以降も再エ

ネ率の高い電力の契約を行うのか。 

当市の管財部門におい

て、2024年度の高圧電力

の供給事業者選定（電力

オークション）の結果、

再エネ率 30％の電力供

給業者（東京電力ではな

い）と契約を締結してい

る。毎年、選定の条件と

して、再エネ率を何％に

するかを検討し、業者を

選定している。2025年度

は再エネ率 20％以上を

条件として募集した結

果、再エネ率 100％の電

力を供給する事業者と契

約している。 

８ 新エネルギー機器等導入事業費補助金制度の申請状況の表

中に、申請件数と予算額に対して何％の申請額があったのか

を記載すると良いのではないか。市の公共施設においての温

室効果ガス（CO2）排出量が減ってくると市域における民生部

門の数値が減ることに繋がる。市役所からの排出量が減るこ

とによって、全体の排出量が減ることに繋がってくる。 

次回以降の会議資料にお

いて対応する。 

９ 事務事業編においての温室効果ガス（CO2）排出量が減少す

ることによって、市域における温室効果ガス排出量の民生部

門の数値が減ることになる。市の公共施設からの排出量が減

ることによって、全体の排出量が減ることに繋がる。 

市が温室効果ガスの排出

量を率先して削減しない

と市内の他の事業所への

示しがつかない。今後も

温室効果ガスの削減の取

組を行っていく。 

 

 (２) ごみの排出量とリサイクル率 

 委員発言要旨 回答 

１  ごみの量が増えているということだが、以前は、市外から

のごみを市内の人の名前を借りて持ち込むということがあっ

たが、現在は身分証明書の提示しなければごみを出せなく

なったのが良い点であると思うが、それに伴い、山間部等に

ごみを捨てられてしまうという懸念もあるので、他市町と連

携して行ってほしい。 

不法投棄対策について

は、環境政策課において

定期的にパトロールを

行っている。不法投棄が

確認された場合、投棄者

の特定につながるものが

あれば、警察に届け出て

いる。不法投棄された場

所が、民間の土地であっ
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 委員発言要旨 回答 

た場合は、所有者が片づ

ける義務を負うことにな

るが、所有者へのお知ら

せを行っている。不法投

棄防止の看板等の提供を

行っている。 

２  これまで「可燃ごみ」から「資源ごみ」への転換によるリ

サイクル率の向上を図ることは良いと思うが、資源ごみとし

て処理することで、財政的負担が増えてしまうのではないか

という心配がある。近隣自治体と連携が出来ないか。 

分別するとリサイクル率

は上がるが、分別に伴う

「手間」が掛かる。プラ

スチックはリサイクルを

行うという国の方針もあ

るので、できるだけ焼却

をしないように取組を実

施している。経費は掛か

るが、自治体に対して、

国からの交付金も出るの

で、差し引いても市にも

メリットがあると考えて

いる。近隣自治体との連

携については、受入体制

が異なり、難しいことか

ら現在は独自に処理を

行っている。 

３  市内の事業所においても、ごみの分別を推奨しているが、

伊豆半島の場合、外からくる人（観光客）が多いので、家か

ら出るごみとは別にごみの量が増えているのではないか。観

光客等が排出したごみについては、各事業所が産業廃棄物扱

いで排出しているのか。 

可燃ごみについては、燃

やせるごみの袋に入れ

て、クリーンセンターい

ずにおいて処理を行って

いる。 

４  市民の方だけでなく、観光客等が出すごみが増えることに

よって、１人当たりのごみの排出量が増えることもあるのか。 

増えることもある。家庭

で排出される可燃ごみは

減っているが、１人当た

りのごみの排出量が増え

た理由としては、クリー

ンセンターいず稼動前

は、旧の焼却場で焼却し

ていたが、国交省等が実

施した市内の狩野川の堤

防の草刈作業に伴う草の

搬出をお断りしていた

が、クリーンセンターい

ずで持込を受け付けるこ

とにしたところ、2024

（R6）年度で 500ｔ増加
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 委員発言要旨 回答 

した。今年度は国交省と

協議して調整を考えてい

る。 

５  市内の狩野川の堤防の草刈作業に伴う草については、伊豆

の国市内で発生した「一般廃棄物」であるので、処理責任は

伊豆の国市にある。行き先を見つけないといけない。処分施

設としてのリサイクルを考えないといけないのではないか。 

国交省としても、刈草な

ので、牧場等での活用を

考えているようだが、量

が多すぎるとのこと。ま

た、剪定枝は毎年必ず出

てしまうので、細かくし

て資源循環センター（農

土香）で資源化している。 

６  刈草については、猪が食べてしまうので、そのままにして

おくことが出来ず、きれいにしておかなければならない。畑

等から出る草を放置しているところが多いが、そのままにし

ておくわけにもいかず、牧畜の敷き藁等に有効活用できれば

良いが、そうでないものをどうしていくかを考えていかなけ

ればならないと考える。現在、草等を燃やすことで、山火事

が増えていることも問題だと思う。 

クリーンセンターいずで

は草等を含む、農作物の

残渣の持込も受け付けて

いるが、量は減ってきて

いる。野焼きは農作業目

的であれば、認められて

はいるが、周辺の方から

の苦情があれば、控えて

いただかなければならな

いし、火事の心配もある

と思いますので、クリー

ンセンターいずに持ち込

んでいただきたい。 

７  ３ページ下から３行目、事業系ごみの搬入における産業廃

棄物混入の指導とあるが、以前、一部の産業廃棄物の混入が

確認され、市から指導を受けたことがあった。原因としては

排出ルールの不徹底であり、事業所内でルールの徹底を図る

ようにし、混入がないようにしている。 

 基本的に、事業所から出る廃棄物は「産業廃棄物」として

処理。運搬業者又は処理業者の選定に関し、認定事業所と契

約することと、実際の処理現場を現地で確認を行っている。 

市としては、抜き打ちで

ごみの展開検査を行って

いる。当該検査を行わな

ければ、何でも搬出され

てしまう。収集業者は排

出業者の指示であれば

持っていかなければなら

ない。当該検査によって、

排出者が特定された場合

は、個別に通知文を出す

ことにより、指導を実施

している。 

８  2021年度と 2022年度でリサイクル率の減少の幅が大きい。

令和４年からクリーンセンターいずが稼働したことが一因で

あるのか。2021年度まで、事業所内の事業系一般ごみのうち、

「紙」のごみが多いので減らして欲しいというアナウンスが

あったが、稼働後はアナウンスがなくなった。 

 2021 年度と 2022 年度でリサイクル率の減少の幅が大きく

なったことの分析とそれに対するフォローアップを行ってほ
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 委員発言要旨 回答 

しい。 

 事業所内において、紙のリサイクルを課題として捉えてい

る。ペーパーレス化が進んできているとはいえ、紙も使用し

ている。 

 

 (３) 環境教育の取り組み 

 委員発言要旨 回答 

１  非常に良い取組であり、手応えを感じることのできる参加

者の感想も見受けられる。次年度以降も学校での環境教育の

実施を予定しているのか。 

次年度以降も積極的に実

施していこうと考えてい

る。地道に実施していく

ことで意識が変わってい

くと思う。 

２  ごみの分別は細かくて難しいので、クイズ形式にすると学

ことが出来る。ごみのサンプルを用意して、これは何ごみ、

あれは何ごみというように、実際に分けてもらうことで学ぶ

ことが出来る。また、小さい時から学ぶと自分で分別が出来

るようになり、親と一緒に分別をするようになるので、考え

るきっかけにしてもらえるのでは。 

アースキッズチャレンジ

内において、市の廃棄物

対策課の職員の講義後

に、数十種類のごみのサ

ンプルを用意し、市の排

出ルールに従ってごみを

分けてもらう「ごみの分

別ゲーム」を実施した。 

３ 花育教室を市で実施してくれるのがありがたい。こどもたち

に植物のことを理解して上で、植えてもらえば、植物が環境

に与える影響等を理解してもらうことが出来るのでは。 

 

４ 水生生物観察会等、こどもたちに実際に生物を見てもらう環

境を整えることは重要。以前、ビオトープがあったが、保護

の継続が出来なくなってしまい、環境を整えることは大変だ

ということもこどもたちに分かってもらいたい。 

 

５ 学校での環境教室（アースキッズチャレンジ）に、ＬＥＤの

ことを学ぶプログラムを取り入れてほしい。市内の全小中学

校でＬＥＤ化が完了したことをきっかけにＬＥＤのことを学

んでもらうことで、家庭の照明もＬＥＤに切り替えることに

効果があるのではないか。 

次年度以降のプログラム

に取り入れるようにす

る。 

 

 (４) その他 

 委員発言要旨 回答 

１  知人から聞いたが、狩野川で外来植物が繁茂しているとい

う話を聞いたが、承知をしているか。 

情報は得ているが、その

植物が繁茂していること

で、市民の方に直接影響

が出るものではないもの

であるとの認識である。 

昨年の春頃に、新聞・

ニュース等で取り上げら

れたことで、市民の方か
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 委員発言要旨 回答 

ら情報提供があった。 

２  狩野川の堤防沿いの草刈作業に伴う草について、今後、ク

リーンセンターいずに持ち込むことが出来なくなった場合、

その草の行き先はどこになるのか。 

国交省に聞いたところ、

産業廃棄物として、お金

を出して処分していると

のことだが、行き先は把

握していない。 

３  産業廃棄物として処分しているとのことだが、行き先が分

からないというのは怖いというのがある。 

国交省として廃棄物を処

理する時は、マニフェス

トを出し、どこでどのよ

うに処分されたかという

ことが明らかになるよう

になっている。公共事業

であるので、しっかりし

た業者に依頼して処理を

していると認識している

が、民間で処分するので、

費用は掛かっていると思

うので、できる限りク

リーンセンターいずで燃

やしてもらいたいという

話を聞いている。草は一

般廃棄物であり、市に処

理責任はあるが、今後も

国交省と交渉をしていく

予定。 

４  クリーンセンターいずに持ち込んだ草の処分費として、市

が国交省に費用をもらわないのか。 

クリーンセンターいずに

おいても、事業系廃棄物

を有料で取っているが、

伊豆の国市分の値段が安

すぎるということもあ

り、料金の改定が課題と

なっている。 

 


